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1.子どもの権利委員会の活動と役割

2.一般的実施措置と一般原則

3.子どもの権利をめぐる国際的な議論の動向



１．子どもの権利委員会の役割と活動

o 国際人権条約の実施メカニズム

o 締約国の実施義務と条約機関による監視

o 子どもの権利委員会の総括所見と一般的意見



２．一般的実施措置と一般原則

o 一般的実施措置（条約４条、４２条、４４条（６））

o 一般原則（条約２条、３条、６条、１２条）

o こども基本法・こども家庭庁への期待



３．子どもの権利をめぐる国際的な議論の動向
o 一般的実施措置(GC5)の重要性の再認識

こども関係法令・施策の実施、予算（GC19)、調整
こども権利影響評価(GC14)とデータ
独立の監視メカニズム(GC2)

o 一般原則の具体的な実施

差別の禁止 - 事実上の差別・実質的な差別の解消
子どもの最善の利益（GC14)
生命、生存および発達の権利
子どもの意見の尊重(GC12) - 意味のある参加とは

o 子どもの権利を基盤とするアプローチ (child rights-based approach)

子どもは権利の主体である
子どもの権利条約の正確な理解

こども期の特徴と重要性、発達しつつある能力（５条）、保護と参加（権利の行使）、支援、エンパワーメント
Child centered, child friendly, child sensitive

o 子どもの権利の主流化 (mainstreaming child rights)


